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自筆遺言の一部、 

手書き不要に 

 

 

自筆証書遺言に法的効果を持たせるため

の条件が今年１月に緩和されました。改正民

法の一部施行によるもので、これまでは全文

を自筆しなければ法的効果が認められなかっ

たのですが、改正後は財産目録に限っては

パソコンで入力したものでも認められるように

なっています。 

 

改正前の自筆証書遺言は、財産目録も含

めて全文を手書きで記入することが求められ

ていて、過去には不動産目録をタイプ印刷し

た遺言書が無効とされたことがあります（昭和

59 年の東京高判）。これが民法の改正により、

財産目録に限ってはいちいち手書きしなくて

も済むように変更されました。 

 

パソコンでの作成の他、金融機関の通帳の

コピーや不動産の登記事項証明書の添付も

可能。ただし、それらの書類に自筆で署名し

て押印する必要があります。この見直しによっ

て、記載内容に誤りが生じる可能性を多少な

りとも減らすことが可能です。 

なお、自筆証書遺言の原本を法務局で保

管する制度の開始時期は来年７月となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


